
入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示 

 
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７条の

１１第２項の規定に基づき、浜松市が発注する工事又は製造（以下「建設工事」という。）

の請負、工事に係る測量、調査、設計若しくは監理（以下「建設工事関連業務」という。）

の委託、物品の購入、製造、修繕若しくは売払い（以下「物品購入」という。）又は業務委

託（建設工事関連業務を除く。以下同じ。）、賃貸借（土地又は建物の賃貸借を除く。）若し

くは役務の提供（以下「業務委託・賃貸借」という。）に係る一般競争入札又は指名競争入

札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格並びに当該資格審査の時期及び

方法等について次のように定めたので、同令第１６７条の５第２項（同令第１６７条の１

１第３項において準用する場合を含む。）の規定により告示し、平成２０年１０月１日から

施行する。なお、平成元年浜松市告示第９号（入札参加資格並びに資格審査の時期及び方

法に関する告示）は、廃止する。 

 
平成２０年１０月 １日 

浜松市長 鈴木 康友 

  
当初告示  平成２０年１０月１日（浜松市告示第３９０号） 

            一部改正告示  平成２１年６月１日（浜松市告示第３０８号） 

            一部改正告示  平成２２年９月１日（浜松市告示第４９３号） 

            一部改正告示  平成２３年４月１日（浜松市告示第２５４号） 

 
第１ 建設工事の請負契約に係る競争入札参加者に必要な資格 

１ 競争入札参加資格の認定区分 

一般建設業者及び事業協同組合の建設工事の請負契約に係る競争入札に参加するこ

とができる資格（以下第 1 において「競争入札参加資格」という。）は、建設業法（昭

和２４ 年法律第１００号。以下「法」という。）に定める建設工事の種類ごとに認定す

る。 

２ 競争入札参加資格 

競争入札参加資格を有する者は、競争入札に参加しようとする年度の開始の日の属す

る前年１１月１日（以下「基準日」という。）現在において次に掲げる要件を備えた者

とする。 

  （1） 競争入札に参加しようとする建設工事に係る建設業について法第３条の許可を

受けており、その工事について法第２７条の２３第１項の規定による審査を受け

ていること。 

（2） 基準日直前の事業年度まで引き続き１年以上建設業を営んでいること。 

（3） 事業協同組合については、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

に基づいて設立された組合であり、官公需適格組合証明を受けていること。 

３ 審査の時期 

競争入札参加資格の審査は、２年に１回とし、西暦偶数年に定期審査を行う。 

ただし、市長が必要があると認める場合は、別に定める時期に審査を行うことができ

る。 

４ 申請書等の提出 



競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類のうち、第１

号に掲げる書類は１１月１日から同月１９日までの間に、インターネットを使用して申

請（以下「電子申請」という。）するものとし、第２号から第１４号までについては、

市長が必要と認める書類を１１月８日から同月２６日までの間に提出しなければなら

ない。 

  （1） 入札資格審査申請書 

（2） 建設工事入札参加資格審査申請書「使用印鑑届」 

（3） 建設業許可証明書 

（4） 工事経歴書 

（5） 経営規模等評価結果通知・総合評定値通知書 

（6） 技術者一覧 

（7） 上水道管布設調書（該当者のみ） 

（8） ＩＳＯ取得認証を証明する書類（取得している場合のみ） 

（9） 障害者雇用状況報告書（該当者のみ） 

（10）商業登記事項証明書 

（11）委任状 

（12）市税完納証明書 

（13）消費税及び地方消費税にかかる納税証明書 

（14）市・県民税の特別徴収義務者の指定書の写し 

５ 資格の認定基準 

競争入札参加資格は、申請書等の提出の有無、申請内容の確認その他必要な審査を経

て認定するものとする。 

６ 格 付 

競争入札参加資格の認定を受けた者については、工事の種類ごとの金額に応じ別に定

める基準により、土木一式工事及び建築一式工事にあっては４等級に、電気工事及び管

工事にあっては３等級に、その他の工事にあっては必要な等級に区分し、格付する。 

７ 資格の有効期間 

競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日から次の定期審査に基づく当該

資格の認定の日までとする。 

８ 変 更 届 

競争入札参加資格の認定を受けた者は、営業を廃止し、又は休止したとき及び次の各

号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面で市長に届け出なけ

ればならない。 

（1） 商号、名称及び経営組織 

（2） 営業所等の名称、所在地、電話番号及び営業所長等の氏名 

（3） 法人にあっては、資本金額及び代表者の氏名 

（4） 使用印鑑 

（5） 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類 

（6） 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

 
第２ 建設工事関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格 

１ 業種区分 

建設工事関連業務の委託契約に係る競争入札に参加することができる資格（以下第 2



において「競争入札参加資格」という。）は、次の各号に掲げる業種ごとに認定する。 

（1）測量業務 

（2）建築関係建設コンサルタント業務 

（3）土木関係建設コンサルタント業務 

（4）地質調査業務 

（5）補償関係コンサルタント業務 

２ 競争入札参加資格 

競争入札参加資格を有する者は、基準日直前の事業年度まで引き続き１年以上業務を

営んでおり、当該資格に関する審査を受け認定された者とする。 ただし、営業に関し

て法律上登録等を受けていることが必要とされる建設工事関連業務については、当該登

録を受けていない者は、競争入札参加資格を有しない。 

３ 審査の時期 

競争入札参加資格の審査は、２年に１回とし、西暦偶数年に定期審査を行う。 

ただし、市長が必要があると認める場合は、別に定める時期に審査を行うことができ

る。 

４ 申請書等の提出 

(1)  競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、次に掲げる書類のうち、アに掲

げる書類は１１月１日から同月１９日までの間に電子申請するものとし、イからス

までについては、市長が必要と認める書類を１１月８日から同月２６日までの間に

提出しなければならない。 

ア 入札資格審査申請書 

イ 建設工事関連業務委託入札参加資格審査申請書「使用印鑑届」 

ウ 技術者一覧 

エ 登録証明書 

オ 測量等実績調書 

カ 基準日直前１年の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書 

  類 

キ 商業登記事項証明書 

ク 委任状 

ケ 市税完納証明書 

コ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

サ 市・県民税の特別徴収義務者の指定書の写し 

シ 代表者身元証明書 

ス 登記されていないことの証明書 

（2） 申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれに定める書類をもって前号ウ、

オ及びカに掲げる書類に代えることができる。 

ア 建設コンサルタント登録業者（建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設 

省告示第７１７号）により登録を受けている者） 

建設コンサルタント登録規程第７条に規定する現況報告書の写し 

イ 地質調査業登録業者（地質調査業登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）

により登録を受けている者） 

地質調査業登録規程第 7条に規定する現況報告書の写し    

ウ 補償コンサルタント登録業者（補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省 



告示第１３４１号）により登録を受けている者） 

補償コンサルタント登録規程第７条に規定する現況報告書の写し 

５ 資格の認定基準 

競争入札参加資格は、申請書等の提出の有無、申請内容の確認その他必要な審査を経

て認定するものとする。 

 ６ 資格の有効期間 

競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日から次の定期審査に基づく当該

資格の認定の日までとする。 

７ 変 更 届 

競争入札参加資格の認定を受けた者は、営業を廃止し、又は休止したとき及び次の各

号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面で市長に届け出なけ

ればならない。 

（1） 商号、名称及び経営組織 

（2） 営業所等の名称、所在地、電話番号及び営業所長等の氏名 

（3） 法人にあっては、資本金額及び代表者の氏名 

（4） 使用印鑑 

（5） 営業に関して法律上必要とされる登録 

（6） 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

 
第３ 共同企業体の競争入札に参加することができる資格 

競争入札に参加しようとする共同企業体は、申請書等を提出するものとし、その方法、

時期その他必要な事項は、別に定める。 

 
第４ 物品購入に係る競争入札参加者に必要な資格 

１ 競争入札参加資格の認定区分 

物品購入の契約に係る競争入札に参加することができる資格（以下第４において「競

争入札参加資格」という。）は、別に定める品種分類表の品種ごとに認定する。 

２ 競争入札参加資格 

競争入札参加資格を有する者は、基準日直前の事業年度まで引き続き１年以上業務を

営んでおり、営業に関して法律上登録を受けていることが必要とされる業務については、

当該登録を受けていること。 

ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 

３ 審査の時期 

競争入札参加資格の審査は、２年に１回とし、西暦偶数年に定期審査を行う。 

ただし、市長が必要があると認める場合は、別に定める時期に審査を行うことができ

る。 

４ 申請書等の提出 

競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類のうち、第１

号に掲げる書類は１１月１日から同月１９日までの間に電子申請するものとし、第２号

から第１１号までについては、市長が必要と認める書類を１１月８日から同月２６日ま

での間に提出しなければならない。 

（1） 入札資格審査申請書 

（2） 物品購入入札参加資格審査申請書「使用印鑑届」 



（3） 基準日直前１年の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書  

   類 

（4） 商業登記事項証明書 

（5） 委任状 

（6） 市税完納証明書 

（7） 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

（8） 市・県民税の特別徴収義務者の指定書の写し 

（9） 代表者身元証明書 

（10）登記されていないことの証明書 

（11）営業に必要な許可及び登録証明書等 

５ 資格の認定基準 

競争入札参加資格は、申請書等の提出の有無、申請内容の確認その他必要な審査を経

て認定するものとする。 

 ６ 資格の有効期間 

競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日から次の定期審査に基づく当該

資格の認定の日までとする。 

７ 変 更 届 

競争入札参加資格の認定を受けた者は、営業を廃止し、又は休止したとき及び次の各

号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面で市長に届け出なけ

ればならない。 

（1） 商号、名称及び経営組織 

（2） 営業所等の名称、所在地、電話番号及び営業所長等の氏名 

（3） 代表者の氏名 

（4） 使用印鑑 

（5） 営業に関して法律上必要とされる登録 

（6） 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

 
第５ 業務委託・賃貸借に係る競争入札参加者に必要な資格 

１ 競争入札参加資格の認定区分 

業務委託･賃貸借の契約に係る競争入札に参加することができる資格（以下第５にお

いて「競争入札参加資格」という。）は、別に定める業種分類表の業種ごとに認定する。 

２ 競争入札参加資格 

競争入札参加資格を有する者は、基準日直前の事業年度まで引き続き１年以上業務を

営んでおり、営業に関して法律上登録を受けていることが必要とされる業務については、

当該登録を受けていること。 

ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 

３ 審査の時期 

競争入札参加資格の審査は、２年に１回とし、西暦偶数年に定期審査を行う。 

ただし、市長が必要があると認める場合は、別に定める時期に審査を行うことができ

る。 

４ 申請書等の提出 

競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類のうち、第１

号に掲げる書類は１１月１日から同月１９日までの間に電子申請するものとし、第２号



から第１１号までについては、市長が必要と認める書類を１１月８日から同月２６日ま

での間に提出しなければならない。 

（1） 入札資格審査申請書 

（2） 業務委託・賃貸借入札参加資格審査申請書「使用印鑑届」 

（3） 基準日直前１年の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書  

   類 

（4） 商業登記事項証明書 

（5） 委任状 

（6） 市税完納証明書 

（7） 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

（8） 市・県民税の特別徴収義務者の指定書の写し 

（9） 代表者身元証明書 

（10）登記されていないことの証明書 

（11）営業に必要な許可及び登録証明書等一覧表 

５ 資格の認定基準 

競争入札参加資格は、申請書等の提出の有無、申請内容の確認その他必要な審査を経

て認定するものとする。 

 ６ 資格の有効期間 

競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日から次の定期審査に基づく当該

資格の認定の日までとする。 

７ 変 更 届 

競争入札参加資格の認定を受けた者は、営業を廃止し、又は休止したとき及び次の各

号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面で市長に届け出なけ

ればならない。 

（1） 商号、名称及び経営組織 

（2） 営業所等の名称、所在地、電話番号及び営業所長等の氏名 

（3） 代表者の氏名 

（4） 使用印鑑 

（5） 営業に関して法律上必要とされる登録 

（6） 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

 
第６ 競争入札参加資格の要件の基準日等の特例 

 １ 競争入札参加資格を有する者の拡充を図るため市長が特に必要があると認める場合

は、第１の２に規定する基準日について別の日を定めることができる。 

 ２ 競争入札参加資格を有する者の拡充を図るため市長が特に必要があると認める場合

は、第１の４、第２の４、第４の４及び第５の４の規定による申請書等の提出期間に

ついて、別の期間を定めることができる。 


